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謹 啓 
時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
平素は格別のご⾼配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、2025 年３⽉ 7 ⽇付 厚⽣労働省告⽰第 53 号「使⽤薬剤の薬価（薬価基準）の⼀部を改正する件」
により、同年 4 ⽉ 1 ⽇から下記品⽬の薬価基準収載名が変更となります。それに伴い、薬価基準収載医
薬品コードが変更となりますので、ご案内申し上げます。 
2025 年 4 ⽉ 1 ⽇以降は、変更後の薬価基準収載名による保険請求となりますので、何卒よろしくお願
い申し上げます。 
今後とも、倍旧のお引き⽴てを賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

謹 ⽩ 

記 
 
○銘柄別収載から統⼀名収載への変更 

変更前（銘柄別収載） 変更後（統⼀名収載） 

薬価基準収載名 薬価基準収載 
医薬品コード 薬価基準収載名 薬価基準収載 

医薬品コード 
ジヒドロコデインリン酸塩散 1％＜ハチ＞ 2242002B2291 ジヒドロコデインリン酸塩散 1％ 2242002B2011 

炭酸⽔素ナトリウム＜ハチ＞ 2344004X1178 炭酸⽔素ナトリウム 2344004X1011 

パンクレアチン＜ハチ＞ 2331006X1098 パンクレアチン 2331006X1012 

イソプロパノール消毒液 50％＜ハチ＞ 2615701Q1597 イソプロパノール 50％液 2615701Q1015 

イソプロパノール消毒液 70％＜ハチ＞ 2615701Q2399 イソプロパノール 70％液 2615701Q2011 

無⽔エタノール＜ハチ＞ 2615704X1188 無⽔エタノール 2615704X1013 
 

○変更時期 
2025 年 4 ⽉ 1 ⽇ 

 
 

薬価基準収載名および薬価基準収載医薬品コード変更のお知らせ 


